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受動喫煙防止啓発ポスターデザイン作成・印刷業務委託に係る 

公募型企画提案競技実施要項 

 

１ 業務委託名 

  受動喫煙防止啓発ポスターデザイン作成・印刷業務委託 

 

２ 業務の目的 

  受動喫煙とは、人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙を吸い込んでしまう 

 ことを指し、健康増進法では、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう特定 

 施設の管理者が講ずるべき義務を規定している。また同法では、屋外場所や家庭内 

 においても喫煙時には周囲の状況へ配慮する義務も規定している。こうした状況か 

 ら屋外や家庭内でも喫煙時の周囲への配慮が求められていることを周知し、喫煙の 

 際に周囲への配慮や 20歳未満者への受動喫煙防止を意識することができるようなポ 

 スターのデザインを作成するものである。 

 

３ 業務内容 

  別添「受動喫煙防止啓発ポスターデザイン作成・印刷業務委託仕様書」のとお 

 り。 

 

４ 契約期間 

  契約締結の日から令和８年３月１７日まで 

 

５ 委託料上限 

  金８９６,０００円（うち、消費税及び地方消費税額を含む） 

  この金額は本業務の契約締結に係る上限額であり、この範囲内で埼玉県財務規則 

 第 103 条の規定により予定価格を定める。 

 

６ 応募資格 

  次の（１）～（８）の全てを満たす事業者でなければ応募できない。 

（１）日本国内に事務所又は事業所を有する法人であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当し 

    ない者であること。 

（３）埼玉県財務規則（昭和３９年埼玉県規則第１８号）第９１条の規定により、埼 

    玉県の一般競争入札に参加させないこととされた者ではないこと。 

（４）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）による再生手続開始の申し立て、会 

    社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申し立て又 

    は破産法の規定による破産手続開始の申し立てが行われているものでないこと。 

（５）本業務の募集開始日から契約締結の日までに、埼玉県の契約に係る入札参加停 

    止等の措置要綱（平成２１年３月３１日付け入審第５１３号）に基づく入札参加 

    停止措置を受けていない者であること。 
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（６）本業務の募集開始日から契約相手方の決定までの期間に、埼玉県の契約に係る 

    暴力団排除措置要綱（平成２１年４月１日付け入審第９７号）に基づく入札参加 

    除外措置を受けていない者であること。 

（７）法人税、法人都道府県民税、法人事業税、消費税及び地方消費税の納付すべき 

    税金を滞納しているものでないこと。 

（８）過去２年間において、国、地方公共団体との間で、本事業と同種かつ同規模程

度以上の契約を誠実に履行した実績を２回以上有する者であること。 

 

７ スケジュール 

日 時 内 容 

令和８年１月２３日（金） 公募（ホームページ） 

令和８年１月２７日（火）１５時 質問書の提出期限 

令和８年１月３０日（金） 質問書への回答予定 

令和８年１月３０日（金）１７時 企画提案競技への参加希望書提出期限（必着） 

令和８年２月６日（金）１５時  企画提案書の提出期限（必着）  

令和８年２月中旬 企画提案協議結果通知（予定）  

 

８ 手続き等に関する事項 

（１）質問の受付及び回答 

  ア 質問受付期限 

    令和８年１月２７日（火）１５時（必着） 

  イ 質問方法 

  （ア）質問書【様式０】を添付した電子メールを後記（４）のアドレスに送信す 

    る。 

  （イ）質問内容には特定の企業名や個人名を記入しないこと。 

  （ウ）メール件名を以下のとおりとすること。 

     【法人名】受動喫煙防止啓発動画制作業務（質問） 

  （エ）簡易なものを除き、口頭での質問は受け付けない。 

  ウ 回答方法 

 令和８年１月３０日（金）までに電子メールにより回答するとともに県のホー

ムページに掲載する。 

 

（２）公募型企画提案競技参加申込 

   本業務公募型企画提案競技に参加を希望する事業者（以下「参加希望者」とい

う。）は、以下に基づき、予め参加申込みを行うものとする。 

  ア 参加申請書提出期限 

令和８年１月３０日（金）１７時（必着） 

  イ 提出先 

後記（４）のとおり 
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  ウ 提出書類 

企画提案参加申請書【様式１】 

  エ 提出方法 

電子メール（宛先：後記（４）） 

※電子メールにより提出後、必ず提出日の 17 時までに、後記（４）記載の担当 

に電話連絡すること。 

  オ 参加辞退 

    参加申請書等を提出した者が本企画提案による公募の参加を辞退する場合は、

速やかに「企画提案参加申込取下書【様式２】」を後記（４）の担当まで届け出る

こと。取下書の提出方法は電子メールとする。 

 

（３）企画提案書等の提出 

  ア 提出期限 

令和８年２月６日（金）１５時（必着） 

  イ 提出場所 

後記（４）のとおり  

  ウ 提出書類 

   （ア）企画提案書【様式３】 

       啓発ポスターデザイン案を記載すること。   

   （イ）法人等概要調書【様式４】 

   （ウ）予算見積調書（様式は任意。消費税及び地方消費税額を明示する。宛先は

「埼玉県知事 大野元裕」とすること。) 

   （エ）前記６ 応募資格（１）～（８）の要件を満たすことを証する誓約書【様式５】 

   （オ）業務実施体制調書【様式６】 

   （カ）事業計画調書【様式７】 

   （キ）類似業務実績調書【様式８】 

          ※仕様書に基づき、具体的な提案を示すこと。 

          ※日本語で記載し、目次及びページ番号を付与すること。 

          ※専門用語には用語の説明を付すなど可能な限り簡潔かつ明瞭に記載する 

      こと。 

  エ 提出部数 

各１部 

  オ 提出方法 

電子ファイルを電子メールで提出する。（宛先：後記（４）） 

（原則、Microsoft Word、Microsoft PowerPoint、Microsoft Excel に限る） 

ただし、電子メールで受け取れる添付ファイルのサイズに制限があるため、おお

よそ１０メガバイトを超える場合には、事前に連絡の上、別途指示する方法により、

提出すること。 なお、必ず電話で受信を確認すること。 
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（４）提出先・問い合わせ先 

〒330-9301 

埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目１５番１号（本庁舎４階南側） 

    埼玉県 保健医療部 健康長寿課 健康長寿担当 

   （電話）048-830-3582（直通） 

   （E-mail）a3570-11@pref.saitama.lg.jp 

 

９ 契約先候補の決定方法 

（１）審査 

  ア 応募資格等の要件審査の実施 

  イ 企画提案書に基づく審査の実施 

   （ア）県は、本実施要項に基づき提出された企画提案書及びその他提出書類に 

     基づき、県の設置する審査委員会において、総合的に審査の上、総合点が 

     最も高かった提案者を契約先候補として選定する。参加者が１者の場合で 

     も、審査において実施能力を有すると認められた場合には、契約先候補と 

     する。審査は書面にて行う。 

     なお、概ね下記の項目について審査し、評価を実施する。 

評価項目 審査内容 配点  

企画提案内容 事業の目的や趣旨を理解し、仕様書を踏まえた提案内

容になっているか。 

20 

啓発ポスター

デザイン案 

・提案内容は実現可能かつ成果が十分に見込める内容

となっているか。 

・ターゲット（受動喫煙防止に対する認識の薄い層）

の行動を促す内容となっているか。 

40 

事業遂行能力 ・事業を実施するに当たり十分な能力を有しているか。 

・事業に迅速・柔軟に対応できる体制が整っているか。 

・事業実施のスケジュールは適切か。 

20 

コストパフォ

ーマンス 

事業費が予算の範囲内であり、コストパフォーマンス

に優れた積算となっているか。 

20 

   （イ）総合点が同じ者が２者以上いる場合には、選定委員会で協議の上、契約 

     先候補を選定する。 

   （ウ）審査及び審査結果についての問い合わせには応じない。 

 

（２）審査結果通知 

   審査会実施後、令和８年２月中旬までに個別に文書で通知する。   

   なお、審査結果に関する問い合わせには応じない。 

 

10 契約相手方の決定方法 

（１）県は、契約先候補者（審査の結果、総合点が最も高かった提案者）と業務履行
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に必要な協議を行い、協議が整った場合は契約先候補者から改めて見積書を徴取し

て、精査の上、随意契約による委託契約を締結する。 

（２）契約先候補者と協議が整わない場合は、総合点に基づき、順次、次点者と協議

を行う。 

（３）選定結果として、契約の相手方となる企画提案者の名称を公表する。 

（４）本業務の契約は、立会人型電子契約サービスを利用した電子契約（契約書を電 

  子データで作成し、押印に代わる電子署名と電磁的記録が改変されていないこと 

  が確認できるタイムスタンプを付与するもの）による締結を予定する（受注者が 

  電子契約に同意しない場合は、紙の契約書により締結する）。  

     締結には、発注者が指定した電子契約事業者の立会人型電子契約サービスを利 

    用し、受注者には利用に係る費用負担は生じない。なお、受注者は、契約締結に 

    利用するメールアドレスを用意する必要がある。  

     電子契約の利用について承諾がない場合は、紙の契約書により契約を締結する。 

    電子契約の利用承諾の有無は委託先選定の審査に影響しない。 

 

11 契約及び委託金の支払方法 

  契約先候補者と業務履行に必要な協議を行う中で、契約内容を決定する。また、 

 契約内容を変更せざるを得ない場合には、適宜、変更契約を行うことがある。 

  なお、契約金額の支払方法は業務完了検査後の精算払いとする。 

 

12 その他留意事項 

（１）参加申請にかかる費用 

   参加申請に係る全ての費用（企画提案書の作成やプレゼンテーションなどに要

する費用）は、参加者の負担とする。 

（２）手続において使用する言語及び通貨 

  ア 言語 日本語 

  イ 通貨 日本国通貨 

（３）提案の失格・無効 

   次の各号のいずれかに該当する申込みは無効とする。 

  ア 談合その他の不正行為が行われたと認められるもの。 

  イ 資格審査の結果、参加資格がないと認められるもの。 

  ウ 虚偽の申請により資格を得た者が提出したもの。 

  エ 指定する提出期限を超えて提出（到達）したもの。 

  オ 指定された方法以外で提出されたもの。 

  カ 提出書類が不足しているもの。 

  キ 本実施要項に従っていないもの。 

  ク 委託料上限額を超える金額で参考見積書を提出したもの。 

  ケ 参考見積金額を訂正したもの。 

  コ 参考見積書と内訳表の金額が合致しないもの。 

  サ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるもの。 
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（４）公募型企画提案競技の停止、中止及び取り消し 

   天災等やむを得ない理由等により、公募型企画提案競技を実施することができ

ないと認められる場合は、公募型企画提案競技を停止、中止又は取り消すことがあ

る。なお、この場合において当該公募型企画提案競技に要した費用を埼玉県に請求

することはできない。 

（５）提出された書類等の取扱い 

  ア 県が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがある。 

  イ 提出された企画提案書等に係る全ての書類については返却しない。 

  ウ 提出された書類は、公正性、透明性を期すために、埼玉県情報公開条例（平

成 12 年埼玉県条例第 77 号）に基づく開示請求等関連規定に基づき、公開する

ことがある。（原則として、個人に関する情報や申請者の正当な利益を害するお

それのある情報を除く。） 

  エ 提案書等の著作権は、当該企画提案書等を作成した者に帰属するものとする。 

    ただし、契約候補者に選定された者が作成した企画提案書等の書類について

は、県が必要と認める場合には、県は、契約候補者にあらかじめ通知をするこ

とによりその一部又は全部を無償で使用（複製、転記又は転写を示す）できる

ものとする。 

（６）契約等 

  ア 受託者の決定 

    決定した契約候補者を優先交渉者とし、地方自治法施行令第 167 条の２第１

項第２号の規定に基づく随意契約を行うため、優先交渉者から見積書を徴取し、

予定価格の範囲内において契約を締結する。ただし、特別な理由により契約候

補者と契約締結ができない場合は、他の提案者のうち順位が上位の者から順に

契約交渉を行うものとし、最終的に交渉が成立した提案者を受託者とする。 

  イ 契約書及び業務の仕様の確定 

    契約書は、県と受託者で協議の上作成する。業務の仕様は、仕様書に記載さ

れている事項を基本とするが、県と受託者の協議により、必要に応じて追加、

変更又は削除を行うことがある。 

  ウ 契約保証金 

    要（契約金額の 100 分の１以上の額。ただし、埼玉県財務規則の規定に基づ

き免除する場合がある。） 

  エ 委託金の支払条件 

    委託金の支払い方法は、業務完了検査後の精算払いとする。 

  オ 機密の保持 

    受託者は、本業務を通じて知りえた情報を機密情報として扱い、契約の目的

以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。また、本業務に関して知り

得た情報の漏えい、滅失、毀損の防止、その他適正な管理のために必要な措置

を講じなければならない。契約終了後も同様とする。 

  カ 個人情報の保護 

    受託者は、本業務を履行する上で個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保
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護に関する法律、埼玉県個人情報保護条例（平成 16 年埼玉県条例第 65 号）等

関係法令を遵守しなければならない。 

 

 


